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                                                             事 務 連 絡 
令和２年８月２１日 

 
関係団体 ご担当者 様 
 

自動車局技術・環境政策課 

自 動 車 局 貨 物 課 
 

 

自動車環境総合改善対策費補助金（事業Ⅱ・事業Ⅲ）の 
交付予定枠申込みの開始・取扱いについて 

 

 令和２年度自動車環境総合改善対策費補助金のうち、事業Ⅱ・事業Ⅲに係る補助金の交付予定枠

の申込期間については、「令和２年度自動車環境総合改善対策費補助金に係る交付申請の受付期間

等について」（令和２年３月３０日付国自環第１７２号）で通知していますが、下記のとおり改め

てお知らせします。 

また、自動車環境総合改善対策費補助金に関する運用方針（令和２年３月３０日付国自環第１６

４号、国自旅第３１０号及び国自貨第１６０号、以下「運用方針」）で定める交付予定枠の申込書

の作成については、別紙を参照いただき、上記と合わせて貴団体傘下会員に周知いただくようお願

いします。 

 

記 

 
１．交付予定枠申込 

申込期間：令和２年９月１日から令和２年９月１８日まで 

 

２．交付申請 

（１）通常申請 

①申請対象車両 令和３年１月１日から令和３年３月３１日までの間に新車新規登録（使

用過程車を電気自動車、天然ガス自動車に改造する場合は自動車検査証を

交付。）されるもの（ただし、交付予定枠申込の期間に、地方運輸局長（沖

縄総合事務局長を含む。以下同じ。）に対して交付予定枠の申し込みを行い、

内定通知を受けたものに限る。） 

②申請受付期間 令和２年１１月２日から令和２年１１月２７日まで 

 

（２）実績申請 

①申請対象車両 原則として、令和２年４月１日から令和２年１２月３１日までの間に新

車新規登録されたもの（ただし、交付予定枠申込の期間に、地方運輸局長か

ら内定通知を受けたものに限る。） 

②申請受付期間 登録された日から３０日を経過した日まで。ただし、令和２年１０月３１

日までに登録されたものにあっては、令和２年１１月２７日までを申請受付

期間とする。  
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   （別紙） 

 

自動車環境総合改善対策費補助金交付予定枠の申込書作成上の留意点について 
 

 
１． 電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、電気トラックにかかる申請の場合 
（運用方針 様式４－１） 

 
＜提出書類及び確認事項＞ 

書類種別 確認事項 

（１）交付予定枠申込書 

①自動車１台毎に１枚作成することとなっているため、複数台を１枚に

合算して申請しないこと。 
②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間（９月１日～１８ 
日）であること。 

③「申請者欄」にタクシー・トラック事業を経営する者の氏名又は名称

及び代表者名を記載すること。 
※補助対象車両がリース会社所有でも、使用者が記入すること。 
④「登録（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申請）の別が

一致すること。 
※新車新規登録日、改造後の自動車検査証の交付日が１２月３１日まで

のものは「実績申請」、それ以降のものは「通常申請」 
⑤「補助対象経費」欄の金額が見積書記載の税抜き価格と一致すること

（オプション価格が加算されていないこと）。 
※電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシーについては、１台あ

たりの補助金額に上限あり（１台あたり車両本体価格の６００万円を上

限）。 
⑥「補助金申請額」には補助率が正しく適用された金額が記載されてい

ること。 
（電気タクシー・電気トラック…１／４、プラグインハイブリッドタク

シー…１／５） 
⑦所有後１年以上経過した使用過程車を電気自動車、プラグインハイブ

リッド自動車に改造する場合は、補助対象経費に車両本体価格が含ま

れていないこと。 
⑧「使用の本拠の位置」が受付運輸局（支局）の管轄と一致すること。 

（２）見積書の写し ⑨交付された日付が申請の最終受付日（９月１８日）より以前であるこ

と。 

（３）請求書の写しもしくは 
自動車検査証の写し 

⑩補助対象車両を既に導入済の場合は提出すること。 

⑪提出書類が自動車検査証の写しの場合、「申請者欄」に記載された氏 
名又は名称と、自動車検査証の「使用者欄」の氏名又は名称が一致す 
ること。 
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２． 電気自動車用充電設備にかかる申請の場合（運用方針 様式４－２） 
＜提出書類及び確認事項＞ 

書類種別 確認事項 

（１）交付予定枠申込書 

①導入予定設備１基毎に１枚作成することとなっているため、複数を１

枚に合算して申請しないこと。（１度の工事で複数台の充電設備の導

入を行う場合は相談すること。） 
②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間（９月１日～１８ 
日）であること。 

③「申請者欄」にタクシー・トラック事業を経営する者の氏名又は名称

及び代表者名を記載すること。 
※補助対象車両がリース会社所有でも、使用者が記入すること。 
④「充電設備のみを導入」をチェックした申込書の場合は、電気タクシ

ー・プラグインハイブリッドタクシー、電気トラック（緑ナンバー）

が、当該充電設備を使用する事を示した書面を提出すること。 
⑤「事業完了（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申請）の

別が一致すること。 
※充電設備の設置完了日が１２月３１日までのものは「実績申請」、そ

れ以降のものは「通常申請」 

⑥「補助対象経費（設備の価格）」欄の金額が見積書記載の税抜き価格

と一致すること（充電設備については、本体及び機器を構成するため

必要な付属品、蓄電池を含む価格が補助対象経費となる。）。 
⑦工事費については、１件あたり費目毎に上限額を設けているため、別

添上限額資料を参照すること。上限額資料の各項目に該当しない経

費、特に実費に一定率を乗じた「諸経費」は補助対象経費としない。 
⑧「補助金申請額」には補助率（充電設備本体の１／４）が正しく適用

された金額と⑦で精査された工事費の合計額が記載されていること。 

⑨「設置場所」が受付運輸局（支局）の管轄と一致すること。 

（２）見積書の写し 

⑩交付された日付が申請の最終受付日（９月１８日）より以前であるこ

と。 
⑪１基あたりの本体価格が判別できること。（一式等の表示のみの場合

は内訳を添付すること。） 
（３）当該充電器の仕様書、 

工事図面 
⑫見積書の内容と不一致がないこと（電線の長さ、不必要な機材の算定

等）。 
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３． 電気自動車駆動用蓄電池にかかる申請の場合（運用方針 様式４－３） 
＜提出書類及び確認事項＞ 

書類種別 確認事項 

（１）交付予定枠申込書 

①導入対象車両１台毎に１枚作成することとなっているため、複数台を

１枚に合算して申請しないこと。 
②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間（９月１日～１８ 
日）であること。 

③「申請者欄」にタクシー・トラック事業を経営する者の氏名又は名称

及び代表者名が記載すること。 
※補助対象車両がリース会社所有でも、使用者が記入すること。 
④「事業完了（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申請）の

別が一致すること。 
※電気自動車用蓄電池の交換完了の日が１２月３１日までのものは「実

績申請」、それ以降のものは「通常申請」 
⑤「補助対象経費」欄の金額が見積書記載の税抜き価格と一致すること

（駆動用蓄電池本体価格が補助対象経費となり、交換費用等が加算さ

れていないこと）。 

⑥「補助金申請額」には補助率（駆動用蓄電池本体の１／４）が正しく

適用された金額が記載されていること。 

（２）見積書の写し ⑦交付された日付が申請の最終受付日（９月１８日）より以前であるこ

と。 
（３）請求書の写し ⑧駆動用蓄電池を既に導入済みの場合は提出すること。 

（４）駆動用蓄電池の劣化を

証明する書面 

⑨過去に低公害車普及促進対策費補助金の補助を受けた者が当該補助

年度に導入した車であること、及び、蓄電池に一定の劣化が認められ

る旨の自動車製作者等が証明する書面を提出すること。 
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４． 優良ハイブリッドバス、天然ガスバスにかかる申請の場合（運用方針 様式５） 
＜提出書類及び確認事項＞ 

書類種別 確認事項 

（１）交付予定枠申込書 

①自動車１台毎に１枚作成することとなっているため、複数台を１枚に

合算して申請しないこと。 
②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間（９月１日～１８ 
日）であること。 

③「申請者欄」にバス事業を経営する者の氏名又は名称及び代表者名を

記載すること。 
※補助対象車両がリース会社所有でも、使用者が記入すること。 
④「登録（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申請）の別が

一致すること。 
⑤「補助対象経費」欄の金額が見積書記載の税抜き価格と一致すること

（オプション価格が加算されていないこと）。 
⑥「補助金申請額」には補助率が正しく適用された金額が記載されてい

ること。 
（通常車両価格（運用方針に記載）と補助対象車両価格の差額の 
１／３） 

⑦所有後１年以上経過した使用過程車を天然ガスバスに改造する場合

は、補助対象経費に車両本体価格が含まれていないこと。 
⑧「使用の本拠の位置」が受付運輸局（支局）の管轄と一致すること。 
⑨地方公共団体等協調団体の補助額について、金額、団体名を記載する

こと。 

（２）見積書の写し ⑩交付された日付が申請の最終受付日（９月１８日）より以前であるこ

と。 

（３）請求書の写しもしくは 
自動車検査証の写し 

⑪補助対象車両を既に導入済の場合は提出すること。 

⑫提出書類が自動車検査証の写しの場合、「申請者欄」に記載された氏 
名又は名称と、自動車検査証の「使用者欄」の氏名又は名称が一致す 
ること。 
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５． 優良ハイブリッドトラック、天然ガストラックにかかる申請の場合（運用方針 様式６） 

＜提出書類及び確認事項＞ 
書類種別 確認事項 

（１）交付予定枠申込書 

①自動車１台毎に１枚作成することとなっているため、複数台を１枚に

合算して申請しないこと。 
②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間（９月１日～１８ 
日）であること。 

③「申請者欄」にはトラック事業を経営する者の氏名又は名称及び代表

者名を記載すること。 
※補助対象車両がリース会社所有でも、使用者が記入すること。 
④「登録（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申請）の別が

一致すること。 
⑤「補助対象経費」欄の金額が見積書記載の税抜き価格と一致すること

※運用方針５．(４)に規定する補助対象経費と通常車両価格との差額

から補助金申請額を算出する場合は記載不用。 
⑥「補助金申請額」には補助率が正しく適用された金額が記載されてい

ること。 
（通常車両価格と補助対象車両価格の差額（運用方針に記載）の１／３） 
⑦所有後１年以上経過した使用過程車を天然ガストラックに改造する

場合は、補助対象経費に車両本体価格が含まれていないこと。 
⑧「使用の本拠の位置」が受付運輸局（支局）の管轄と一致すること。 
⑨導入台数が３台未満の場合、必ず条件のいずれかにチェックがされて

いること。 
⑩地方公共団体等協調団体の補助額について、金額、団体名を記載する

こと。 

（２）見積書の写し ⑪交付された日付が申請の最終受付日（９月１８日）より以前であるこ

と。 

（３）請求書の写しもしくは 
自動車検査証の写し 

⑫補助対象車両を既に導入済の場合は提出すること。 

⑬提出書類が自動車検査証の写しの場合、「申請者欄」に記載された氏 
名又は名称と、自動車検査証の「使用者欄」の氏名又は名称が一致す 
ること。 
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様式４－１   

令和２年度自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の申込書 

（電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、電気トラック） 

                                                        

  年  月  日   

○○ 運輸局長 殿                                                     

申 

 

請 

 

者 

氏名又は名称 

及び代表者名 

 

印  

住   所  

担
当
者 

氏 名  役 職  

連絡先 
電 話  FAX  

E-mail  

補助

申請

予定

車両 

種別(☑をする) 
□電気タクシー、□プラグインハイブリッドタクシー、 

□電気トラック 

車名（メーカー名）  車種(商品名)  

型 式  

登 録 ( 予 定 ) 日   年   月   日 

補助対象経費(予定） 円 

補助金申請額(予定） 円 

使用の本拠の位置 都･道･府･県       市・区 

本申請はあらかじめ所有する使用過程車を電気自動車、プラグインハイ

ブリッド自動車に改造するものである。（☑をする） 
□はい･□いいえ 

上記自動車は（□自ら購入・□リース）により導入するものである。（☑をする） 

（リースの場合は、リース事業者名（予定）：                               ） 

（注）１．使用者たる運送事業者が導入予定自動車１台毎に作成し、提出すること。リースによる導入の場合も同様とする。 

２．補助対象経費に係る見積書の写し（既に導入した場合は、補助対象経費に係る請求書の写し及び自動車検査証の写し）を

添付すること。 

４．あらかじめ所有する使用過程車を電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に改造する場合は、改造にかかる見積書を

添付すること。 

５．過去に正当な理由無く内定を辞退した者にあっては、今年度の内定に際してその事実を考慮することがある。 

 

内定整理番号： 

令和２年度 自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の内定通知書 

（電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、電気トラック） 

 

上記の申請予定車両について、          補助金の交付予定枠を内定する。 

 

 

   年   月   日                ○○運輸局長 印 

  

記載のとおり 
下 記 の 通 り 

① 自動車１台毎に１枚作成することとなっているため、
複数台を１枚に合算して申請しないこと。 

⑤見積書の金額（税抜き）と一致

すること。 

⑥補助率が正しく適用されていること 
ＥＶ…１／４、ＰＨＶ…１／５ 

②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間 
（９月１日～１８日）であること。 

③「申請者欄」にタクシー、トラック事業を経営する者の氏名
又は名称及び代表者名を記載すること。 

④「登録（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申

請）の別が一致すること。 

⑧「使用の本拠の位置」が受付運輸局（支
局）の管轄と一致すること。 

⑦所有後１年以上経過した使用
過程車を電気自動車、プラグイ
ンハイブリッド自動車に改造す
る場合は、補助対象経費に車両
本体価格が含まれていないこ
と。 
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様式４－２   

令和２年度自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の申込書 

（電気自動車用充電設備） 

                                                        

  年  月  日   

○○ 運輸局長 殿                                                     

申 

 

請 

 

者 

氏名又は名称 

及び代表者名 

 

印  

住   所  

担
当
者 

氏 名  役 職  

連絡先 
電 話  FAX  

E-mail  

□補助対象車両とともに充電設備を購入、□充電設備のみを導入。(☑をする) 

補助

申請

予定

設備 

種別(☑をする) □急速充電設備 、 □普通充電設備 

車名（メーカー名） (                       ) 

型 式  

事業完了(予定)日    年   月   日 

補助対象経費(予定） 
設備の価格 円①(注３) 

工 事 費 円②(注４) 

補助金申請額(予定） 円（①×1/4（補助率）)＋②） 

設 置 場 所 □同上、□    都･道･府･県       市・区 

上記設備は（□自ら購入・□リース）により導入するものである。（☑をする） 

（リースの場合は、リース事業者名（予定）：                      ） 

（注） １．使用者たる運送事業者が導入予定設備１基毎に作成し、提出すること。リースによる導入の場合も同様とする。 

２．補助対象経費に係る見積書の写し（既に導入した場合は、補助対象経費に係る請求書の写し）を添付すること。 

３．本体及び機器を構成するため必要な付属品、蓄電池を含む価格 

４．工事費の上限額は、急速充電設備は300万円、普通充電設備は90万円。 

５．過去に正当な理由無く内定を辞退した者にあっては、今年度の内定に際してその事実を考慮することがある。 
 
 
内定整理番号： 

令和２年度 自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の内定通知書 

（電気自動車用充電設備） 

 

上記の申請予定設備について、          補助金の交付予定枠を内定する。 

 

 

   年   月   日                ○○運輸局長 印 

 

記載のとおり 
下 記 の 通 り 

⑦工事費については、１件あたり費目毎に上
限額を設けているため、別添上限額資料を参
照すること。上限額資料の各項目に該当しな
い経費、特に実費に一定率を乗じた「諸経費」
は補助対象経費としない。 

① 導入予定設備１基毎に１枚作成することとなっているため、複数を１枚に合算して申請しな
いこと。（１度の工事で複数台の充電設備の導入を行う場合は相談すること。） 

②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間 
（９月１日～１８日）であること。 

③「申請者欄」にタクシー、トラック事業を経営する者の氏名
又は名称及び代表者名を記載すること。 

⑥「補助対象経費」欄の金額が見
積書記載の税抜き価格と一致する
こと（充電設備については、本体
及び機器を構成するため必要な付
属品、蓄電池を含む価格が補助対
象経費となる。 ⑤「導入（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通

常申請）の別が一致すること。 

⑧「補助金申請額」には補助率（充電設備本体の
１／４）が正しく適用された金額と⑦で精査され
た工事費の合計額が記載されていること。 

④「充電設備のみを導入」をチェック
した申込書の場合は、電気タクシー、
プラグインハイブリッドタクシー、電
気トラック（緑ナンバー）が、当該充
電設備を使用する事を示した書面を提
出すること。 
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様式４－３   

令和２年度自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の申込書 

（電気自動車駆動用蓄電池） 

                                                        

   年  月  日   

○○ 運輸局長 殿                                                     

申 

 

請 

 

者 

氏名又は名称 

及び代表者名 

印  

住   所  

担
当
者 

氏 名  役 職  

連絡先 
電 話  FAX  

E-mail  

対象

車両 

車名 

(メーカー名） 
(                       ) 

登録年月日  

型 式  

登 録 番 号                

事業完了(予定)日    年   月   日 

補助対象経費(予定） 円 

補助金申請額(予定） 円（①×1/4（補助率）) 

（注）１．使用者たる運送事業者が導入予定設備１基毎に作成し、提出すること。 

２．補助対象経費に係る見積書の写し（既に導入した場合は、補助対象経費に係る請求書の写し）を添付すること。 

３．過去に正当な理由無く内定を辞退した者にあっては、今年度の内定に際してその事実を考慮することがある。 
 
 

内定整理番号： 

令和２年度 自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の内定通知書 

（電気自動車駆動用蓄電池） 

 

上記の申請について、         補助金の交付予定枠を内定する。 

 

 

 

   年   月   日                ○○運輸局長 印 

 

 

 

 

記載のとおり 
下 記 の 通 り 

① 導入予定車両１台毎に１枚作成することとなっているため、 
複数台を１枚に合算して申請しないこと。 

②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間 
（９月１日～１８日）であること。 

③「申請者欄」にタクシー、トラック事業を経営する者の氏名
又は名称及び代表者名を記載すること。 

④「事業完了（予定）日」の日付と申請種別 
（実績申請・通常申請）の別が一致すること。 

⑤見積書の金額（駆動用蓄電池本体価格

のみ・税抜き）と一致すること。 

⑥補助率（１／４）が正しく適用されてい
ること 
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様式５   

令和２年度自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の申込書 

（優良ハイブリッドバス、天然ガスバス） 

                                                              年  月  日   

○○ 運輸局長 殿                                                     

申 

 

請 

 

者 

氏名又は名称 

及び代表者名 

印  

住   所  

担
当
者 

氏 名  役 職  

連絡先 
電 話  FAX  

E-mail  

種別（☑をする） □優良ハイブリッドバス、□ＣＮＧバス 

大きさ（☑をす

る） 

□大型（９ｍ以上）、 □中型（７ｍ以上９ｍ未満）、 

□小型（７ｍ以下） 

車名（メーカー名）  車種(商品名)  

型 式  

登 録 ( 予 定 ) 日    年   月   日 

補助対象経費(予定） 円 

補助金申請額(予定） 円 

使用の本拠の位置 都･道･府･県       市・区 

本申請は使用過程車を天然ガス自動車に改造するものである。 

（☑をする） 
□はい･□いいえ 

本申請車両は（□自ら購入・□リース）により導入するものである。（☑をする） 

（リースの場合は、リース事業者名（予定）：                 ） 

地方公共団体等協調団体の補助額 

※複数ある場合は合計額を記入 

                  円 

（団体名:                   ） 
（注）１．使用者たる運送事業者が導入予定自動車１台毎に作成し、提出すること。リースによる導入の場合も同様とする。 

２．補助対象経費に係る見積書の写し（既に導入した場合は補助対象経費に係る請求書の写し及び自動車検査証の写し）を添

付すること。 

３．使用過程車をCNG自動車に改造する予定の申し込みの場合は、見積書を添付すること。 

４．過去に正当な理由無く内定を辞退した者にあっては、今年度の内定に際してその事実を考慮することがある。 
 

内定整理番号： 

令和２年度 自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の内定通知書 

（優良ハイブリッドバス、天然ガスバス） 

 

上記の申請予定車両については、         補助金の交付予定枠を内定する。 

 
  

       年   月   日 

                                               ○○運輸局長 印 

  

記載のとおり 
下 記 の 通 り 

① 自動車１台毎に１枚作成することとなっているため、複数台を１枚に
合算して申請しないこと。 

②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間 
（９月１日～１８日）であること。 

③「申請者欄」にバス事業を経営する者の氏名又は名称及び代
表者名を記載すること。 

⑤見積書の金額（税抜き）と一致

すること。 

⑥補助率が正しく適用されていること 
（通常車両価格との差額の１／３） 

④「登録（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申

請）の別が一致すること。 ⑦所有後１年以上経過した使用
過程車を天然ガスバスに改造す
る場合は、補助対象経費に車両
本体価格が含まれていないこ
と。 

⑧「使用の本拠の位置」が受付運輸局（支
局）の管轄と一致すること。 

⑨金額、団体名を記載すること。 
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様式６   

          令和２年度自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の申込書 

（優良ハイブリッドトラック、天然ガストラック） 

                                                              年  月  日   

○○ 運輸局長 殿                                                     

申 

 

請 

 

者 

氏名又は名称 

及び代表者名 
印  

住   所  

担
当
者 

氏 名  役 職  

連絡先 
電 話  FAX  

E-mail  

補助

申請

予定

車両 

種別（☑をする） □優良ハイブリッドトラック、□ＣＮＧトラック 

車両総重量（☑をす

る）（最大積載量は減

トン前） 

□軽自動車・2.5 ﾄﾝ以下(軽除く)・□2.5 ﾄﾝ超3.5 ﾄﾝ以下・ 

□3.5トン超(最大積載量4 ﾄﾝ未満)・□3.5トン超(最大積載量4 ﾄﾝ以上) 

車名（メーカー名）  

型 式  

登 録 ( 予 定 ) 日    年   月   日 

補助対象経費(予定） 
円 

（※運用方針に規定する補助対象経費と通常車両価格との差額から補助金申請額を算出する場合は記載不要） 

補助金申請額(予定） 円 

使用の本拠の位置 都･道･府･県       市・区 

本申請は使用過程車をCNG自動車に改造するものである。 

（☑をする） 
□はい･□いいえ 

本申請車両は（□自ら購入・□リース）により導入するものである。（☑をする） 

（リースの場合は、リース事業者名（予定）：                   ） 
環境対応車（トラック）導入予定台数（全体）        台 

※上記、導入予定台数３台未満の場合は下記該当番号（①～⑤）に☑をする（※複数回答可） 

□①経年車の廃車あり、□②リースで導入、□③グリーン経営認証取得済、□④Ｇマーク取得済、 

□⑤ＩＳＯ認証取得済 

地方公共団体等協調団体の補助額 
※複数ある場合は合計額を記入 

                  円 
（団体名:                   ） 

（注）１．使用者たる運送事業者が導入予定車両１台毎に作成し、提出すること。リースによる導入の場合も同様とする。 

２．補助対象経費に係る見積書の写し（既に導入した場合は上記該当欄に契約日を記載するとともに、補助対象経費に係る請

求書の写し及び自動車検査証の写し）を添付すること。 

３．経年車の廃車を伴う新車導入の場合は、廃車予定自動車の自動車検査証又は廃車済自動車の登録事項等証明書（詳細）の写

しを添付すること。 

４．使用過程車を天然ガス自動車に改造する予定の申し込みの場合は、見積書を添付すること。 

５．過去に正当な理由無く内定を辞退した者にあっては、今年度の内定に際してその事実を考慮することがある。 

内定整理番号： 

令和２年度 自動車環境総合改善対策費補助金の交付予定枠の内定通知書 
（優良ハイブリッドトラック、天然ガストラック） 

 
上記の申請予定車両については、         補助金の交付予定枠を内定する。 

 
 
          

年   月   日 
                                               ○○運輸局長 印 

記載のとおり 
下 記 の 通 り 

① 自動車１台毎に１枚作成することとなっているため、複数台を１
枚に合算して申請しないこと。 

②「申込年月日」欄に記載された日付が申請受付期間 
（９月１日～１８日）であること。 

③「申請者欄」にトラック事業を経営する者の氏名又は名称及
び代表者名を記載すること。 

⑤見積書の金額（税抜き）と一致

すること。 

⑥補助率が正しく適用されていること 
（通常車両価格との差額の１／３） 

④「登録（予定）日」の日付と申請種別（実績申請・通常申

請）の別が一致すること。 

⑧「使用の本拠の位置」が受付運輸局（支
局）の管轄と一致すること。 

⑦所有後１年以上経過した使用
過程車を天然ガストラックに改
造する場合は、補助対象経費に
車両本体価格が含まれていない
こと。 

⑩金額、団体名を記載すること。 

⑨導入台数が３台未満の場合、必ずいずれかにチェックがされ
ていること。 



充電設備設置工事に係る補助金算出シート
※提出する見積書を参照し、入力してください。

(円)
(離島※2
の場合)

(離島※2
の場合)

(離島※1
の場合)

0 3,000,000 3,000,000 2,160,000 2,160,000 900,000 900,000

(1)充電設備設置工事費

①充電設備設置工事費 ア．基礎工事費 250,000 250,000 250,000 250,000 150,000 150,000

・充電設備本体の基礎工事費用及び本体据付費用等に係る材料費、労務費を
合算し入力してください。
・充電設備等と付帯設備の基礎が一体型の場合は、その基礎に係る費用も合
算して入力してください。

イ．本体搬入費 30,000 80,000 30,000 80,000 10,000 40,000 ・充電設備等本体の運搬費用を入力してください。

②電気配線工事費
原則、50ｍまでとし別途充電設備
毎、工事内容毎に上限を定める

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 650,000 650,000 ・充電設備等設置工事に係る材料費、労務費を合算して入力してください。

③特別措置に基づく受電工事費 急速充電設備を設置した場合に限る 申請単位 950,000 950,000 950,000 950,000 - -
・特別措置で受電する場合は、電力会社からの請求額（税抜）を入力してくださ
い。

(2)付帯設備設置工事費

①充電スペースのライン引き 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

②路面表示 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

③屋根 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

④小屋 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

⑤充電設備防護用部材 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

・見積書に計上されている充電設備防護用部材本体の費用と、充電設備防護用
部材の設置に係る本体費用以外の材料費（別体型の基礎材料費も含む）、労務
費を合算してください。
※充電設備等本体と一体型の基礎の場合は、(1)-①に計上してください。

⑥電灯 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
・見積書に計上されている電灯本体の費用と、電灯の設置に係る本体費用以外
の材料費、労務費を合算してください。

(3)その他設置に係る費用※4

①雑材・消耗品費、養生費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ・雑費・消耗品等の費用や養生に係る費用を合算して入力してください。

②レイアウト検討・図面作成費 図面作成費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ・図面の作成に係る費用を入力してください。

レイアウト検討費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
・設置場所への充電設備の設置・配置に関する検討に係る費用を入力してくださ
い。

電力会社立会・協議費※5 50,000 50,000 50,000 50,000 - - ・特別措置の受電により、電力会社との協議にかかる費用を入力してください。

③安全誘導員費 150,000 150,000 150,000 150,000 - -
・充電スペースを新たに造成するための土木工事に係る材料費、労務費を合算
して入力してください。

④充電スペース造成費 500,000 500,000 500,000 500,000 - -
・充電スペースを新たに造成するための土木工事に係る材料費、労務費を合算
して入力してください。

⑤その他労務費 170,000 170,000 170,000 170,000 80,000 80,000 ・充電設備の設置工事で発生する、監督・世話役の労務費を入力してください。

金額入力
急速充電設備
（50Kw以上）

上限額（円）

※ １ 事業ごと工事項目ごとに定額、あるいは補助上限額と申請者が申告する補助対象経費のいずれか低い方を補助金交付額（千円未満の額は切り捨て。）とする。
※ ２ 離島とは、国土交通省が定める、本州、北海道、九州、四国、沖縄本島の５島を除く島をいう。
※ ３ コンセントスタンド設置時のみ適応する。
※ ４ 「諸経費」は補助対象軽費としない。「（３）その他設置に係る費用」に該当するものは根拠を示すこと。
※ ５ 急速充電設備で特別措置の受電を行う場合のみ適応する。
（注）申請単位の工事区分について、急速充電設備と普通充電設備を一カ所に設置する工事の場合は、急速充電設備設置工事に係る工事費の上限額を採用する。

合　　　　　計

基数単位

基数単位

申請単位

工事区分及び補助対象経費となる工事費

※「見積書」や「内訳書」から工事費用を各工事区分又は項目ごとに入力してく
ださい。
※他用途のある部材（充電設備設置以外の工事と兼用している部材）及び工事
等は含まないでください。
※工事施工会社が複数ある場合は、各工事施工会社の「見積書」の金額等の
数字を集約して入力してください。
※各項目ごとに上限額が定められていますので、上限額を超えた金額は入力し
ないでください。

急速充電設備
（50Kw未満）

普通充電設備

１申請で屋根と小屋を重複して選
択できない

・見積書に計上されている屋根（小屋）本体の費用と、屋根（小屋）の設置に係る
本体費用以外の材料費（別体型の基礎材料費も含む）、労務費を合算してくださ
い。
※充電設備等本体と一体型の基礎の場合は、(1)-①に計上してください。

※3 ※3

※3 ※3



政府は省エネルギー、温室効果ガス（ＣＯ２）排出削減等政府方針実現のため、次世代自動車の普及を促進

成長戦略フォローアップ（令和元年6月21日閣議決定）
運輸部門における省エネの推進 → 2030年までに新車販売に占める次世代自動車の割合を５～７割とすることを目指す。

地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）
運輸部門におけるエネルギー起源ＣＯ２削減 → 2030年度に2013年度比約28％減。

交通政策基本計画（平成27年2月13日閣議決定）
持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり → さらなる低炭素化、省エネ化等の環境対策を進める

地域の計画と連携した取組みを支援するとともに、段階的に次世代自動車の本格的普及を実現

地域の計画と連携して、環境に優しい自動車の集中的導入や、買い替えの促進を図る事業を
対象として支援を実施。車両価格低減及び普及率向上の実現により、段階的に補助額を低減。

燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッド
バス、超小型モビリティ

電気タクシー、電気トラック（バン）、プラグインハイブ
リッドタクシー

【 第 Ⅰ 段 階 】 【 第 Ⅱ 段 階 】 【 第 Ⅲ 段 階 】
概要

補助
上限

車両・充電設備等価格の１／３ 車両・充電設備等価格の１／４～１／５ 通常車両との差額の１／３

対象

車両

地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車普及促進事業

車種ラインナップが充実し競争が生まれ、通常車両
との価格差が低減

市場に導入された初期段階で、価格高騰期にあり、
積極的な支援が必要

通常車両との価格差がさらに低減し、本格的普及
の初期段階に到達

国土交通省の補助事業 「地域交通グリーン化事業」

令和２年度予算 ５１２百万円

ハイブリッドバス、天然ガスバス、ハイブリッドトラック、
天然ガストラック


